
平
成
二
十
六
年
六
月
六
日
提
出

質

問

第

二

〇

三

号

竹
島
問
題
解
決
に
向
け
た
安
倍
晋
三
内
閣
の
取
り
組
み
に
関
す
る
質
問
主
意
書提

出

者

鈴

木

貴

子

203



竹
島
問
題
解
決
に
向
け
た
安
倍
晋
三
内
閣
の
取
り
組
み
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
六
月
五
日
、
東
京
都
内
で
、
超
党
派
の
国
会
議
員
で
構
成
さ
れ
る
「
日
本
の
領
土
を
守
る
た
め
行
動
す
る
議
員
連
盟
」

と
島
根
県
関
連
団
体
が
主
催
す
る
、
竹
島
問
題
の
早
期
解
決
を
求
め
る
集
会
（
以
下
、
「
集
会
」
と
す
る
。
）
が
開
催
さ
れ

た
。
「
集
会
」
に
は
後
藤
田
正
純
内
閣
府
副
大
臣
が
出
席
し
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

「
集
会
」
に
対
す
る
政
府
の
評
価
如
何
。

二

本
年
二
月
二
十
二
日
、
島
根
県
が
主
催
し
た
竹
島
問
題
の
解
決
を
図
る
式
典
に
は
、
内
閣
府
大
臣
政
務
官
が
出
席
し
て
い

る
。
今
回
、
「
集
会
」
に
は
大
臣
政
務
官
で
は
な
く
副
大
臣
と
、
政
府
を
代
表
し
て
出
席
さ
せ
る
者
の
立
場
を
よ
り
上
位
に

し
た
目
的
は
何
か
。
右
は
、
政
府
、
つ
ま
り
安
倍
晋
三
内
閣
と
し
て
、
よ
り
竹
島
問
題
に
真
剣
に
取
り
組
む
姿
勢
を
見
せ
た

も
の
と
考
え
る
が
、
説
明
を
求
め
る
。

三

我
が
国
の
抱
え
る
領
土
問
題
は
、
北
方
領
土
と
竹
島
の
二
つ
の
み
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
確
認
を
求
め
る
。

四

政
府
と
し
て
二
月
七
日
を
「
北
方
領
土
の
日
」
と
定
め
、
政
府
主
催
の
式
典
を
行
っ
て
い
る
が
、
竹
島
に
関
し
て
は
、
島

根
県
が
独
自
に
二
月
二
十
二
日
を
「
竹
島
の
日
」
と
し
、
島
根
県
が
主
催
す
る
形
で
式
典
が
行
わ
れ
、
政
府
と
し
て
の
取
り

組
み
は
い
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。
安
倍
内
閣
と
し
て
、
二
月
二
十
二
日
を
日
本
国
家
が
定
め
る
「
竹
島
の
日
」
と
す
る
考

一



え
は
あ
る
か
。

五

北
方
領
土
に
関
し
て
は
、
内
閣
の
中
に
担
当
大
臣
が
お
り
、
ま
た
政
府
部
内
に
も
北
方
対
策
本
部
と
い
う
専
門
部
署
が
置

か
れ
て
い
る
。
一
方
で
、
竹
島
問
題
に
は
同
様
の
担
当
大
臣
も
お
ら
ず
、
専
門
部
署
も
設
置
さ
れ
て
い
な
い
。
内
閣
官
房
に

領
土
・
主
権
対
策
企
画
調
整
室
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
安
倍
内
閣
と
し
て
、
竹
島
問
題
に
関
す
る
内
閣
の
体
制
を
北
方
領
土

と
同
様
に
竹
島
担
当
大
臣
を
お
き
、
竹
島
対
策
本
部
を
お
く
考
え
は
あ
る
か
。

六

島
根
沖
合
水
域
、
特
に
隠
岐
の
島
町
周
辺
海
域
の
漁
業
操
業
、
安
全
操
業
を
速
や
か
に
韓
国
側
と
協
議
す
べ
き
と
考
え
る

が
政
府
の
考
え
如
何
。

右
質
問
す
る
。

二


